
入所についてのご案内 

〈荷物について〉 

ご家族にご用意いただくもの 

○1  ・衣類（上着、ズボン、下着、靴下）5～6セット  ・羽織るもの 1～2枚 

   日中、ベッドに横になることもありますので、生地が柔らかく、伸びる素材の物（スウェットやストレッ

チ性のある生地で少し大きめのサイズの衣類）をお願いしています。 

   また、洗濯を外部業者に委託し、乾燥機にかけています。繊細な素材の物（ウールやシルク）は、避けて

いただきますようお願いいたします。 

   洗い替えが多く必要になる方もいらっしゃいます。後日改めて、衣類を持ってきていただくこともありま

すのでご了承ください。 

   ご利用者様の様子（麻痺がある方など）によっては、前開きの衣類の購入をお願いさせていただくことも

あります。 

 

○2  うがい用のコップ（プラスチック） 

 

○3  室内履き（スリッパではなく、かかとのある物）リハビリシューズやスニーカー等、日頃お使いの物 

  洗い替えが必要になることもあります。 

 

○4その他 

 ・携帯電話（同意書にサインをいただきます） 

 ・電気シェーバー（水洗いできるもの） 

 ・ご本人の私物の車椅子や歩行器、杖など（園にもご用意があります） 

 ・ラジオ、テレビなど（イヤホンも一緒にご用意お願いします） 

 ・趣味のもの（雑誌や塗り絵、文房具など） 

 ・思い出の品やお写真など 

すべての物に名前を書いてください。 

 

※日用品については長寿園で購入するかご家族に持ってきていただきます。 

※ご不明な点等ございましたら、その都度ご相談ください。 

 

こちらで用意してあるもの 

○1リネンやタオル類、シャンプー 

 気に入ったものやご本人のこだわりなどがある場合は、ご相談ください。 

 

○2ハサミ、ナイフ類 

 持ち込みは禁止とさせていただきます。スタッフルームに常備してありますので、必要時お貸しします。 



〈入所時の手続きに必要なもの〉 

ご家族がご用意するもの 

・印鑑（重要事項などを説明させていただき、契約書や同意書に押印をお願いしております。） 

・介護保険被保険者証（介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証など） 

・健康保険証（後期高齢者医療費保険証、国保、健保など） 

・口座引き落としにされる場合は、口座番号など分かるもの（通帳等）と、届出印 

 

病院やその他施設から預かったもの 

・診療情報提供書、看護（または介護）サマリー、リハビリや栄養の計画書など病院から長寿園への書類 

・お薬、おくすり手帳など 

 

〈入所にあたっての事務手続き〉 

八王子市内の方 

入所日以降に、市役所で「市内間転居」の手続きをお願いします。 

委任状の必要はありません。確認を求められましたら「長寿園に連絡して欲しい」と伝えてください。 

八王子市外の方 

「住所地特例」の申請が必要となります。入所日までに、お住いの役所で、「転居届」をお受け取りください。 

その際に住所地特例であることを自治体にお伝えください。入所後、八王子市役所にて転入手続きを行ってく

ださい。 

住所地特例とは、施設入所により市外に転居しても、引き続き現在お住いの自治体が、 

これまでどおりに保険者として、介護保険や健康保険の手続きを行うものです。 

※委任状など、自治体により対応が異なります。お住いの自治体にお問い合わせください。 

※原則として、入所と同時に長寿園へ住民票の移動をお願いしています。 

※住民票の移動を希望しない方は、ご相談ください。 

 

 移動されない場合、介護保険の更新の書類など、長寿園で手続きを行う書類を持ってきていただく（もしく

は郵送）ことになりますので、ご対応をお願いいたします。 

その他 

・年金等を受給されている方は、市役所の年金課（国民年金）や社会保険事務所（厚生年金）などに、「住所地

の変更手続き」についてご相談ください。 

・長寿園では、年金の管理はご家族にお願いしています。「年金の振り込み機関変更の手続き」は必要ありませ

ん。 

・障害者福祉手当などを受給されている場合、施設入所に伴い、手当の支給は停止されます。 

・福祉用具の貸与は、在宅のサービスになりますので、ご利用できません。車いすなどは、原則として長寿園

で用意させていただきます。 



〈居住費及び食費の負担軽減制度〉 

所得に応じた負担額軽減制度がもうけられております。制度を利用するには、自治体にて「負担限度額認定

申請」が必要です。申請していただきますと、介護保険負担限度額認定書が届きます。長寿園で管理させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

お持ちいただけない場合、軽減されない金額を請求させていただきますのでご注意ください。 

毎年更新時期が来ましたら、再度申請してください。有効期限が切れますと軽減制度は利用できませんので 

ご注意ください。 

 

〈支払いについて〉 

○1口座引き落とし（別途、申し込み書類のご記入をお願いいたします。※約 2か月かかります。） 

○2銀行振込 

○3現金支払い（直接事務所にてお支払いください。平日のみ対応可能です） 

※途中で、変更することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 

 


